
芽 室 町 住 宅 耐 震 改 修 補 助 金 交 付 要 綱  

(目 的 ) 

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 芽 室 町 耐 震 改 修 促 進 計 画 に 基 づ き 、 芽 室 町

内 に あ る 住 宅 の 耐 震 改 修 工 事 を 行 う 者 に 対 し て 、 予 算 の 範 囲 内

に お い て 、 そ の 費 用 の 一 部 を 補 助 す る こ と に よ り 、 住 宅 の 耐 震

化 を 促 進 し 、 震 災 に 強 い ま ち づ く り の 推 進 を 図 る こ と を 目 的 と

し 、 芽 室 町 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 平 成 １ １ 年 芽 室 町 規 則 第 ２ 号 ）

に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る 。  

(用 語 の 定 義 ) 

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 定 義 は 、 そ

れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（１）住 宅  昭 和 ５ ６ 年 ５ 月 ３ １ 日 以 前 に 着 工 さ れ た 戸 建 て 、長

屋 、 併 用 住 宅 (延 べ 面 積 の ２ 分 の １ 以 上 を 居 住 の 用 に 供 し て

い る も の 。 )及 び 共 同 住 宅 を い う 。  

（２）耐 震 診 断  次 の い ず れ か に 該 当 す る 住 宅 の 地 震 に 対 す る 安

全 性 の 評 価 を い う 。  

ア 財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方

法」による一般診断法又は精密診断法による地震に対する安全性の

診断で建築士（建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第１

項に規定する建築士。）又は北海道が行うものをいう。  

イ 上記のアに掲げる方法と同等以上と認められる地震に対する安

全性の診断で建築士が行うものをいう。 

（３）耐 震 改 修 工 事  耐 震 診 断 の 結 果 に よ り 、倒 壊 の 危 険 性 が あ

る と 判 断 さ れ た 住 宅 を 、耐 震 関 係 規 定 又 は 地 震 に 対 す る 安 全

上 こ れ に 準 ず る も の と し て 国 土 交 通 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適

合 さ せ る た め の 工 事 をいう。 

（補助の対象）  

第３条 耐震改修に係る補助金（以下「補助金」という。）を受けることが

できる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１）芽室町内にあること。 

（２）耐震診断の結果、現行の耐震関係基準と同程度の性能を満たさない

と判断されたものであること。ただし、共同住宅（木造で延べ床面積



５００平方メートル以内のものを除く。）にあっては次に掲げる要件

のすべてに該当するものとする。 

ア 社団法人北海道建築設計事務所協会に設置されている「建築物耐

震診断判定委員会」において耐震診断結果が確認されていること。 

イ 財団法人北海道建築指導センターに設置されている「耐震改修計

画評定委員会」において評定を受けた耐震改修計画に基づく工事で

あること。 

ウ 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３

号）第８条第３項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を

受けて耐震化を行うもの又は建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号）第８６条の８第１項の規定に基づく全体計画の認定を受けて耐

震改修を行うもの。 

（３）いずれかの外壁の中心線から隣地境界線又は道路境界線までの水平

距離が戸建て、長屋、併用住宅にあっては７ｍ以内、共同住宅にあっ

ては当該建物の高さ以内であること。 

（４）建築基準法その他関係法令に違反していないこと。 

（５）所有者（当該建物の登記が共有名義である場合にあっては、共有者

を含む。）が市町村税等を滞納していないこと。 

（６）過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 

（補助金の額）  

第４条 補助金の額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。 

（１）次の表の左欄に掲げる耐震改修工事に要した額に応じ、それぞれ同

表の右欄に掲げる額（当該額に１，０００円未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。）  

耐震改修工事に要した額 補助金の額 

２０万円未満 耐震改修工事に要した額 

２０万円以上２００万円未満 ２０万円 

２００万円以上３００万円未満
耐震改修工事に要した額の１０

分の１に相当する額 

３００万円以上 ３０万円  

（２）租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１９の２に

規定する所得税の特別控除の額。 



２ 補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第２号の額を差し引いて、

第 1 項の額を交付するものとする。 

（補助金の交付申請）  

第５条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。） は、

住宅耐震改修補助金交付申請書（別記第１号様式） に、次の各号に掲げ

る書類をそれぞれ添えて町長に申請しなければならない。 

（１）登記事項証明書又は、評価証明書、建築確認通知書その他の建築時

期及び所有者が確認できる書類 

（２）申請者の住民票（発行日から３か月以内のもの。） 

（３）市町村税の納税証明書（都市計画税、国民健康保険税及び保険料を

含む。） 

（４）耐震診断報告書の写し（耐震改修工事前のもの。） 

（５）耐震改修計画書（別記第２号様式）  

（６）耐震改修工事に係る工事費見積書の写し 

（７）設計図（改修内容の記載されたもの。） 

（８）工事工程表 

２ 前項の申請は、耐震改修工事を着手する前に、かつ、４月１日から１１

月３０日までに行わなければならない。 

（完了報告）  

第６条 補助金の交付を決定された者は、耐震改修工事完了後１か月以内又

は当該年度の２月末日のいずれか早い日までに、補助事業等実績報告書

（別記第３号様式）及び耐震改修工事施工状況報告書（別記第４号様式）

に、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添えて町長に報告しなければならな

い。 

（１）竣工図（改修内容の記載されたもの。） 

（２）工事写真 

（３）耐震診断報告書（耐震改修工事後のもの。） 

（４）契約書及び領収書の写し 

（委任）  

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は平成２２年４月１日から施行する。 


